
お問い合わせ：医療保険課医療給付係 ☎0948-96-8212

〇マイナ保険証を利用している方でも、従来通り各医療証をご利用
いただけます

〇新規取得・記載事項(住所・氏名など)変更や、ひとり親家庭等医療・
重度障がい者医療の更新の際は、従来通り医療証を発行します

〇県内の医療機関・薬局のみの取り扱いとなります(順次対応予定)

飯塚市医療費助成医療証をお持ちの方へ

（子ども医療・ひとり親家庭等医療・重度障がい者医療）

マイナ保険証を
利用していない方

従来通り
各医療証をご利用ください

マイナ保険証を
利用している方

マイナ保険証で
受給資格を確認できます

飯塚市の医療費助成医療証をお持ちの方で
マイナ保険証を利用している方は
マイナ保険証で受給資格を確認できます
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※対応していない医療機関等では、
従来通り各医療証をご利用ください

資格確認書を利用して
受診している方

または


